
 

　

※低圧や高圧受電者に対しては、既に国（経済産業省・資源エネルギー庁）
　による補助が行われているため、今回は対象外です。

中小企業である

特別高圧を受電もしくは使用している

事業所が神奈川県内にある

その事業所で受電する電力について

電力会社と直接契約を締結している

その事業所が製造業の工場又は

倉庫として用いられている

対象

・製造業の工場、工業団地又は物流施設

に入居している(店子事業所)

・当該電力を使用し、その費用を負担

している

はい いいえ

いいえ

いいえはい

いいえはい

はい

みなし大企業等(租税特別措置法上

の適用除外事業者含む)ではない

対象外

対象外

対象外

対象外

いいえ

対象外

いいえ

※入居している施設が特別高圧で受電

しているかわからない場合は、入居し

ている施設に確認してください。

はい

はい

神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援金

製造業及び倉庫業の対象事業所判定フローチャート

【注意】このフローチャートは、支援金の対象事業所であるかどうかを判定

するものであり、支援金を受け取れるかを判定するものではありません。


